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議会運営委員会  

 

   日 時   令和４年８月２２日（月）午前１０時～ 

   場 所   全員協議会室  

 

１ 令和４年亀岡市議会定例会９月議会について 

（１）議案送付 ８月２２日（月） 

（２）再  開 ８月２９日（月） 

 

２ 議案の概要説明について 

（１）概  要 （別添） 

 

３ ９月議会日程案について【別紙№１】 

（１）一般質問通告期限 ８月２９日（月）正午 

質問順序 ①共産党議員団 ②公明党議員団 ③新清流会 ④緑風会 

（２）請願書等提出期限 ８月２９日（月）午後５時 

（３）質疑通告期限   ９月 ６日（火）本会議終了時 

（４）意見書等提出期限 ９月２６日（月）午前１０時 

（５）討論通告期限   ９月２７日（火）午後４時 

 

４ 再開日（８月２９日）の議事等について 

（１）議事日程 

諸報告 

第１ 会議録署名議員指名《竹田議員、西口議員》 

第２ 第１号議案から第５５号議案（提案理由説明） 

（２）諸報告 

○予算継続費精算報告 

○地方自治法第１８０条関係（１件） 

○健全化判断比率及び資金不足比率の状況 

○監査（例月） 

○理事者出席要求 

※午前９時５５分から市民憲章唱和《唱和代表：並河議員》 

【裏面に続く】 
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５ 請願について 

○受理なし 

 

６ 陳情・要望について 

（１）地域社会に貢献するシルバー人材センターの決意と支援の要望【別紙№２】 

 

７ 一般質問について【別紙№３】 

（１）通告書   メールまたはＵＳＢで事務局に提出 

※質問項目は重複のないよう会派内で調整を行う（先例・申合せ１１９） 

（２）質問時間  答弁を含み１人４５分（個人質問） 

（３）会派内順序 ８月２６日（金）までに事務局へ連絡 

 

８ 決算審査について 

（１）事務事業評価対象事業【別紙№４】 

 

９ 議会運営上の新型コロナウイルス感染症対策について 

（１）消毒液の設置、マスク着用、検温等 

（２）会議中のドアの開放、ＣＯ２濃度測定 

（３）アクリル板の設置 

※議長席、一般質問席、市長席、演壇ではマスクの着用なしで発言可 

（４）委員会への出席職員の抑制 

（５）代表者のみ市民憲章唱和（他の議員及び理事者等は起立の上で黙読） 

 

１０ その他 

（１）エコ・オフィス推進期間（１０月３１日まで） 

（２）本日（８月２２日）の会議予定 

議会運営委員会終了後、幹事会、会派会議、広報部会・広聴部会、広報広聴会議 

（３）次回の議会運営委員会 

８月２４日（水）１３：３０～ 議会運営委員会（議会基本条例の検証及び見直し） 



Ver.040822 【議会期間３１日間】

日付 曜日 会 議 等 会 議 内 容 等

10:00～　市長・議長議案調整 議案概要

11:00～　議運事前調整

20 土

21 日

（当初議案送付）

10:00～　議会運営委員会（市長出席）・幹事会 議案概要、8/29の議事日程等

終了後　　会派会議、広報部会・広聴部会、広報広聴会議

23 火

24 水

25 木

26 金

27 土

28 日

10:00～ 【定例会再開】

＜12:00：一般質問通告期限／17:00：請願書等提出期限＞

30 火

31 水

9/1 木

2 金

3 土

4 日

13:00～　市長・議長議案調整（追加議案） 追加議案概要

14:00～　議運事前調整

10:00～ 【一般質問】（追加議案送付）

終了後　　議会運営委員会（市長出席）・幹事会、会派会議 追加議案概要、9/9の議事日程等

＜本会議終了時：質疑通告期限＞

7 水 10:00～ 【一般質問】

8 木 10:00～ 【一般質問】

9 金 10:00～ 【一般質問、追加議案等】 提案理由説明、質疑、付託

10 土

11 日

12 月 10:00～　総務文教常任委員会 付託議案審査

13 火 10:00～　環境市民厚生常任委員会 付託議案審査

14 水 10:00～　産業建設常任委員会 付託議案審査

10:00～　決算特別委員会 全体会（市長出席） 市長あいさつ、決算状況説明

終了後　　決算特別委員会 各分科会 分科会審査

16 金 10:00～　決算特別委員会 各分科会 分科会審査

17 土

18 日

19 月祝 （敬老の日）

20 火 10:00～　決算特別委員会 各分科会 分科会審査

21 水 10:00～　決算特別委員会 各分科会 分科会審査

10:00～　決算特別委員会 各分科会 分科会委員長報告確認等

終了後　　決算特別委員会 全体会 分科会委員長報告～採決等

終了後　　決算分科会委員長会議

23 金祝 （秋分の日）

24 土

25 日

22 木

5 月

6 火

15 木

令和４年亀岡市議会定例会　９月議会日程表（案）

8/19 金

22 月

29 月
諸報告、会議録署名議員指名、
提案理由説明

主要施策報告書配付

事務事業評価資料配付
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Ver.040822 【議会期間３１日間】

日付 曜日 会 議 等 会 議 内 容 等

令和４年亀岡市議会定例会　９月議会日程表（案）

委員会（予備日）

＜10:00：意見書等提出期限＞

10:00～　市長・議長議案調整（人事議案） 人事議案概要

13:00～　議運事前調整

14:00～　幹事会（市長出席）・議会運営委員会

終了後　　会派会議

＜16:00：討論通告期限＞

10:00～ 【追加議案】 提案理由説明、質疑、付託

終了後　 ３常任委員会

終了後　　決算分科会委員長会議 委員長報告確認

終了後　　議運事前調整、議会運営委員会、会派会議 討論順序、採決順序等

終了後　【定例会休会】（午後予定） 委員長報告～採決、人事議案等

終了後　　議長記者会見、広報部会・広聴部会

人事議案概要、意見書案、
9/28の議事日程等

28 水

26 月

27 火
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令和４年８月○○日 

亀岡市議会議長 福井 英昭 様 

 

亀岡市議会議員 ○○○○○○ 

 

令和４年９月議会 一般質問通告書 

 

 

 

会派名：○○○○○○ （代表・個人） 

質問方法（ 一 括 ・ 一問一答 ） 

次のとおり通告します。 

 

 

 

質問事項 

 

質問要旨 

 

答弁者 

１ ○○○○につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 空き家の適正

管理について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○ 

（１）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○ 

（２）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 

 

 

 

 

空き家の放置は、近隣の生活環境を阻害し、不審者

の侵入や放火などを誘発する恐れもある。また、災害

時に倒壊する危険や住民の避難活動の妨げにもなりか

ねない。生活環境の保全、災害時の安全確保、犯罪の

未然防止の観点から空き家の適正管理が求められる。 

（１）空き家の調査をどのような頻度で行い、市内に

長期間放置された空き家がどれくらい存在するか

把握しているか。 

（２）管理不十分な空き家は近隣住民にとって危険な

箇所と認識しているか。 

（３）空き家の所有者に対してどのような呼びかけ、

連絡を行っているのか。 

 

○○ 

○○○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長 

所管部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体裁 
・  

・表のサイズを変えない。 

・ページがまたがる場合は表を分割しない。 

注意点（先例・申合せ１１９） 

・質問は、具体的に記載すること。 

・質問項目は、市政における一般事務の範囲内であること。 

・質問項目は、会派内で重複しないこと。 

記入の仕方 

質問事項の項ごとに 

答弁者を記入 
・市長 

・副市長 

・病院事業管理者 

・教育長 

・所管部長 

・参与 

・行政委員会の委員長等 

質問の意図が伝わるよう、まず、質問の趣旨・背景（課

題や問題点等）を３～５行以内に要約して簡潔に記入。 

（原稿をそのまま掲載しない。） 

そして、質問内容を（１）､（２）の箇条書き

の質問形で具体的に記入。 
（「～について」は質問とならない。） 

以下、例示 

質問要旨に係る項目を 

項番号（スペース）・ 

「～について」等で記

入。 
質問の順序は、機構の建

制順（※）を原則とする

が、質問構成の意図によ

る順序立ても可とする。 

※組織機構の建制順 

市長公室・政策企画部・生涯

学習部・総務部・環境先進都

市推進部・市民生活部・健康

福祉部・こども未来部・産業

観光部・まちづくり推進部・

会計管理室・上下水道部・市

立病院・教育委員会・選挙管

理委員会・公平委員会・監査

委員・農業委員会 

別紙№３



令和３年度決算 事務事業評価対象事業（Ｒ４．９実施）

総務文教分科会 　

1 生涯学習推進経費

2 交通安全対策経費

（高齢者運転免許証自主返納支援事業）

3 学校運営経費

（選択制デリバリー弁当実施経費）

環境市民厚生分科会

1 環境保全対策経費

2 桜塚工場運転管理経費

3 介護予防・日常生活支援総合事業経費

（高齢者介護予防拠点活動支援事業委託料）

産業建設分科会

1 道路維持経費

2 排水路新設改良事業費

3 森林活用推進事業経費

（ガレリアかめおか指定管理料・ガレリアかめおか長寿命化対策工事・
　ガレリアかめおか長寿命化対策工事監理業務委託）

（森林意向調査実施計画策定業務委託料・森林経営管理権集積計画業務
　委託料）

別紙№４



オンライン会議開催のための条例改正検討資料 

 

① 全国市議会議長会が示したパターン 

「感染症のまん延又は災害等の発生等により参集が困難と認めるとき」 

 

＜全国市議会議長会の見解＞ 

オンラインによる方法で委員会の開催が可能とする総務省の通知及び  

オンラインによる方法で委員会を開催する場合の留意事項に関する総務省

の通知は、「議会の審議や決定については、本来、議員が議場に実際に集ま

りなされることが望ましいとの考え方の下、新型コロナウイルス感染症対策

という、人が集まることそのものを控える必要がある例外的・緊急的な場面

について、オンラインによる方法を活用した委員会の開催も差し支えないと

したものです。  このことから、上記場面に相当する事案をベースに検討し、

新型コロナウイルス感染症に加え、その他重大な感染症を対象としました。 

次に、新型コロナウイルスなどの感染症以外でも、人が集まることが困難

な例外的、緊急的な場面について検討した結果、近年、台風の接近や上陸の

ほか地震など大規模災害による会議開催が困難な事例の存在が認められる

ことから、災害等による招集日の変更を可能とする地方自治法の一部改正が

検討（議員立法として検討されたが提出に至らず）されたことを踏まえ、   

これも対象とすることにしました。 

このことから、 本会が作成する条例は、人が集まることが困難な例外的、

緊急的場面を基本とし、出産、育児、疾病等を対象とする条文を設けること

は見送ることにしました。 

なお、このことが各市議会の委員会条例に、これら事由を対象に加える  

ことを認めないということではありません。各市議会において、これら事由

も対象とするべきと判断すれば、規定することは可能と考えます。 

 

② 西脇市・福知山市のパターン 

災害、感染症のまん延に加えて「育児、介護（、疾病、看護）等のやむを得

ない理由により参集が困難と認めるとき」も条例文の中に加えた。 

（両市とも要綱等は検討中） 

 

③ 条例（案） 

条例は「感染症のまん延又は災害等の発生、その他やむを得ない理由により

参集が困難と認めるとき」とし、要綱等でオンラインによる出席の許可基準

として、育児、介護、疾病、看護等を規定する。 


